
秋田県産材利用促進ＣＯ2固定量認証制度実施要綱

(目的)

第１条 この要綱は、県民及び企業等が県産材を建物等に一定量使用した場合に、県産材の二

酸化炭素固定量を評価・認証することにより、木材利用が地球温暖化防止や森林の多面的機

能の持続的な発揮につながることの認識を高め、県産材の利用を促進することを目的とする。

(定義)

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。

(1) 県産材 国内の樹種で県内の製材所等で製造した木材

(2) 認証書 県産材の二酸化炭素固定量を認証した証書

(3) 工事完成 第３条に規定する建物が完成し建築基準法の検査済証の交付を受けた状況、

又は、建物の内外装材等に係る工事の施工が完了した状況

(4)設計者 申請する建築物を設計した者

(認証の対象)

第３条 認証の対象は、県産材を使用した次に該当する県内及び県外の建物等とする。

(1) 事業所、店舗等

(2) 公共建築物

(3) 住宅

(4) 建物の内外装材等

２ 原則として、平成25年4月1日以降に工事完成した上記の建物等を認証の対象とする。

(認証の申請)

第４条 認証を受けようとする者(以下「申請者」とする。)は、工事完成後、秋田県産材利用

促進ＣＯ2固定量認証申請書(様式第１号)に別表１に示す書類を添えて知事に提出するもの

とする。

２ 申請者は、建築主、建物等の取得者、設計者及び別に定める「あきた材パートナー」とす

る。

ただし、設計者が申請する場合は、あらかじめ建築主又は建物等の取得者から申請の同意

を得るものとする。

(認証)

第５条 知事は、前条の申請があった場合は、次の各号に掲げる項目を審査し、第６条に規定

する算定基準により認証を行うものとする。

(1) 第３条に規定する建物等であること。

(2) 第３条に規定する建物等は、県産材を２ｍ３以上使う建物等であること。

(3) 申請内容に不備がなく、真正であること。

２ 審査により適当と認められた場合は、申請者に認証書(様式第４号)を交付するものとする。
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(認証の算定基準)

第６条 二酸化炭素の固定量は、次の基準により算定するものとする。

二酸化炭素固定量（t-CO2）

＝県産材の使用材積量×容積密度×炭素含有率×二酸化炭素換算係数

・県産材の使用材積量（ｍ３）

・容積密度（別表２）

・炭素含有率（別表３）

・二酸化炭素換算係数(４４／１２)

（異樹種混合製品の取り扱い）

第７条 合板や集成材のスギ以外の樹種が混合した製品において、スギの割合が５０％以上あ

る製品であれば、すべてスギとして取り扱うことができるものとする。それ以外において、

本制度に計上する場合は、該当する樹種を個別に算定するものとする。

(認証書の利用)

第８条 第５条第２項の規定により交付された認証書は、申請者の社会貢献活動の証しとして、

広報活動に利用することができる。ただし、証明書は秋田県が独自の方法で県産材の二酸化

炭素固定量を認証するものであり、他の制度とは関わりはない。また、証明書を第三者へ販

売又は譲渡することはできない。

（情報の公開）

第９条 認証の内容については、社会貢献の証しとして、美の国あきたネット等に公開するも

のとする。

２ 申請者の希望により、非公開とすることができるものとする。

(その他)

第１０条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定めるものとする。

付則 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

一部を改正し、平成２７年４月１日から施行する。

一部を改正し、平成２９年５月２２日から施行する。

一部を改正し、令和元年１１月１５日から施行する。

一部を改正し、令和３年４月１日から施行する。

一部を改正し、令和３年１０月１８日から施行する。

一部を改正し、令和８年６月３日から施行する。
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別表１ 秋田県産材利用促進ＣＯ2固定量認証申請書の添付書類

①県産材使用取りまとめ表(様式第２号)

②県産材出荷証明書(様式第３号)

③建築基準法第７条第５項又は同法第７条の２第５項に規定する検査済証の写し

④平面図（各階平面図）

⑤内外装材等の施工状況がわかる図面

⑥県産材の使用状況がわかる写真

⑦その他必要とする書類

他の事業の様式で代用できる場合は、知事とあらかじめ協議のうえ、添付するものとする。

なお、上記③及び④については第３条(1)～(3)、⑤については同条(4)に定める建物等に

係るものとする。また、様式第３号は、内容が確認できる既存の資料がある場合は、その

資料を添付して、様式第３号を省略することができる。

別表２ 容積密度

（１）製材の密度

樹 種 容積密度

スギ ０．３８０

ヒノキ ０．４４０

アカマツ ０．５２０

ヒバ（アスナロ） ０．４５０

その他針葉樹 ０．４２３（※1）

クリ ０．６００

ケヤキ ０．６９０

キリ ０．３００

その他広葉樹 ０．６２４（※1）

建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン

（参考１）樹種別の気乾密度の値の例 より

※1「京都議定書3条3及び4の下でのLULUCF活動に関する補足情報」

（2009年4月）第3章に示された容積密度より

（２）合板の密度 ０．５４２

建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン

（参考２）合板、木質ボードの密度の値の例 より

別表３ 炭素含有率

（１）製材 ０．５

（２）合板 ０．４９３

建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン

（参考３）建築用資材の炭素含有率の値の例 より
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様式第１号

秋田県産材利用促進ＣＯ2固定量認証申請書

令和　　年　　月　　日

（あて先）秋田県知事

（〒 － ）
申請者 住　　所

氏　　名

(電話番号)

1 申請施設 １．住宅 ２．事業所 ３．店舗 ４．公共施設

2 申請者区分 １．建築主 ２．建物等の取得者 （※3）

３．設計者（建築主等から本申請の同意取得済み　        　） ※5

3 建物等の名称

4 建築場所又は

施工場所

5 延べ面積 ｍ
２

6 県産材使用量 ｍ
３

7 工事完成年月日 年 月 日

8 施工業者 　名称

　所在地

9 美の国あきたネットへの掲載 掲載を １．希望する ２．希望しない

10 　（いずれかに○　申請者　　・　　施工業者　）

　氏名

　電話番号（携帯など）

【添付書類】 （書類は整っていますか？□チェックしてください。）
□ 県産材使用量取りまとめ表(様式第２号)
□ 県産材使用証明書(様式第３号)
□ 建築基準法第７条第５項又は同法第７条の２第５項に規定する検査済証の写し(※1)
□ 平面図（各階平面図）(※1)
□ 内外装材等の施工状況がわかる図面(※2)
□ 県産材の使用状況がわかる写真

（注釈）
※1 実施要綱第３条(1)～(3)に定める建物等の場合に添付する。
※2 実施要綱第３条(4)に定める建物等の場合に添付する。
※3

※4

※5 設計者が申請する場合は、建築主等から申請への同意を得て、□にチェックしてください。

　次のとおり秋田県産材利用促進ＣＯ2固定量の認証を受けたいので、秋田県産材利用促進ＣＯ2固定
量認証制度実施要綱第４条の規定に基づき申請します。
　なお、この申請書及び添付書類の記載内容は事実に相違ないこと、記載内容等が事実と異なること
が判明した場合は申請を取り下げることを誓約します。

申請内容に対する
問い合わせ先

あきた材県外住宅販路強化事業実施要領に定める「あきた材パートナー」は申請者とな
ることができる。（※4）
あきた材パートナーは、あきた材県外住宅販路強化事業実施要領に定める事業実績報告
書をもって本申請書に代えることができる。

チェック
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様式第２号

県産材使用量取りまとめ表

建物等の名称

樹種 材積 納材者 備考

(m
3
)

合計

樹種ごとに再掲

合計

※１　上段の記入欄には、県産材使用証明書（様式第3号）の内容を納材者ごと・樹種ごとに
　　　　取りまとめとめてください。
※２　合計の数値を様式第1号の県産材使用量の欄へ記入してください。
※３　下段は、樹種ごとに取りまとめてください。
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様式第3－１号
製造者様（製材品）　様式

令和 年 月 日
○○工務店 御中
納材する建物等の名称

納材者名称

所在地

代表者名

県産材出荷証明書

　納品した木材は、弊社で製造した製品であることを証明します。

内　　訳
寸法(mm) 数量

長さ 厚さ 幅 （本、丁、枚）

合計

※納材した製品の内訳を記載してください。 ※納材する対象住宅名　○○邸を必ず記載してください。

※樹種ごとに小計を設けてください。

樹種 使用部位 単材積(m3) 材積(m3)
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様式第3-2号
製造者様（集成材、構造用合板）　様式

令和 年 月 日
○○工務店 御中
納材する建物等の名称

納材者名称

所在地

代表者名

県産材出荷証明書

□ＪＡＳ構造用集成材 □ＪＡＳ構造用合板

※対象製品を○で囲んでください。

内　　訳
寸法(mm) 数量

長さ 厚さ 幅 （本、丁、枚）

※本様式は、スギ集成材、スギ合板の集計に用いる。 ※納材する対象建物名　（例○○邸）を必ず記載してください。

※納材した製品の内訳を記載してください。 ※スギ材の割合が50%以上であれば、すべてスギ材で計上しても構わない。

構造用合板又はスギ集成材のスギ割合
製品の外寸 材料の厚さ(mm) スギ材割合（①/③）

(mm) スギ材① スギ材以外② 計③ ＜50%以上可＞

※スギ以外の樹種が混合したJAS構造用集成材又は構造用合板を使用した場合記載してください。

　納品した木材は、弊社で製造した製品であることを証明します。

納品した製品名

使用部位 単材積(m
3
) 材積(m

3
)

製品名 備考

合計
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様式第3-3号
木材販売業者様　様式

令和 年 月 日
○○工務店 御中
納材する建物等の名称

木材販売業者名称

所在地

代表者名

電話番号

県産材出荷証明書

　納品した木材は、秋田県内の製材所等が生産した製品であることを証明します。

内　　訳
寸法(mm) 数量

長さ 厚さ 幅

合計
※納材した製品の内訳を記載してください。 ※合板、集成材のスギ複合製品の場合は、下表を添付してください。

※欄が不足する場合は、行を足したり、別紙にしてお使いください。 ※納材する対象住宅名　○○邸を必ず記載してください。

※樹種ごとに小計を設けてください。 ※製品を加工した製材所等の名称を備考欄に記載してください。

構造用合板又はスギ集成材のスギ割合 様式第3-3号　証明書２枚め

※構造用合板又はスギ以外の樹種が混合した集成材を使用した場合記載してください。

※合板又は集成材を製造した会社等の名称を備考欄に記載してください。

備考
（本、丁、枚）

樹種 使用部位 単材積(m
3
) 材積(m

3
)

製品名
製品の外寸 材料の厚さ(mm) スギ材割合（①/③）

備考
(mm) スギ材① スギ材以外② 計③ ＜50%以上可＞
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